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1 今後の取組と方向について                 

第 4 章で示した検証結果のとおり，学校選択制が定着していることが確

認できました。また，利用対象者だけでなく教員からの支持も高い結果とな

り，継続的な制度運用が求められています。  

一方，通学が長距離になることの負担や安全確保の不安，適切な情報発信

の改善など，制度の課題が挙げられたことから，制度の充実や運用の新たな

改善を図りながら，学校選択制を継続して実施していくことが必要です。  

また，教育委員会は部活動の地域連携・地域移行やコミュニティ・スクー

ルの導入（学校運営協議会制度）などを進めています。これらの取組は少な

からず学校選択制へ影響を及ぼすことが考えられます。制度の推進やそれに

伴うニーズの変化を的確にとらえ，情報の提供を続けながら，適切な学校規

模の維持に努めていく必要があります。  

本章では，今後，学校選択制を継続し，より充実させていくための取組を

示し，他制度の動向が学校選択制に与える影響などを検討します。  
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≪学校選択制の制度案内≫  

≪各学校の学校紹介 (例：調布中学校 )≫  

2 継続する取組                       

(1) 情報の発信に関する取組  

 

 

 例年 9 月頃，学校選択制度の周知を目的とし，その制度案内及び各中学

校の紹介を掲載した案内を小学校 6 年生に配布しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果からも，学校の情報を得る手段として「学校選択制のご案

内」が利用者に浸透し，参考とされていることから，わかりやすい制度案内

と学校紹介の作成を引き続き行います。また，平成 29 年実施のアンケート

結果に基づき，部活動重視の選択が行われていることから，平成 30 年度

（平成 31 年度新入学生対象）から「学校選択制のご案内」の中で「部活動

実施状況一覧」を作成しています。今回の検証でも引き続き部活動重視の選

択が行われていることが明らかとなったため，その作成を継続します。さら

に，令和 9 年度以降の部活動の地域連携・地域移行に向け，各学校の部活

動について，わかりやすい案内を行っていくよう努めます。  

 

 

「学校選択制のご案内」冊子の作成及び配布  
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≪部活動実施状況一覧≫  

・今後 ，地域連携や地域移行が随時進められ

ていくことから，わかりやすい情報提供に努めま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか，制服や学校規模によって選択も行われていることから，学校を

取り巻く環境や利用者のニーズを考慮し，必要な情報を発信できるよう努め

ていきます。  

 

 

 

調布市学校安全・安心情報配信システム「すぐーる」や市ホームページ，

市報を活用し，学校選択制の制度やスケジュール等の周知を引き続き行って

いきます。  

 

 

 

 

 

 

市ホームページ等を活用した情報発信  

● 市ホームページへの掲載  

・通年，学校選択制度の概要を掲載  

・4 月頃，各学校の 9 月までの学校説明会や学校公開等の日程を掲載  

・9 月頃，各学校の学校紹介や次年度新入学事務におけるスケジュー

ル等を掲載  
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(2) 学校間格差に関する取組  

 

 

 受入予定人数の設定については，学校規模維持の観点から，35 人（1 学

級）を基本として設定しています。今回のアンケートでは，特に中学校教員

が学校規模の格差に対する課題を感じているという結果となりました。  

 引き続き，生徒数及び学校施設の受入状況を考慮し，適正な受入予定人数

の設定に努めていきます。  

 また，抽選の実施についても，利用者の希望に沿った決定になるよう努め

ながらも，適正な学校規模の維持につながるよう配慮し，検討を行っていき

ます。  

 

 

 

  

適正な受入予定人数の設定及び抽選の検討  

● 市報への掲載  

・4 月頃，各学校の 9 月までの学校説明会や学校公開等の日程を公開  

・9 月頃，小学校 6 年生向けの案内配布の旨を掲載  

・11 月頃，「就学（入学）予定連絡票兼学校選択制希望票」の発送

について掲載  

・11 月頃，「学校選択制希望票」の提出に関する案内を掲載  

● すぐーる配信  

・11 月上旬頃，「就学（入学）予定連絡票兼学校選択制希望票」の

発送について配信  

・「学校選択制希望票」の提出締め切り一週間前に，「すぐーる」で

その提出締め切り日について配信  
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3 よりよい学校選択ができるための新たな取組          

今回のアンケート結果及び検証の結果を受け，令和 7 年度（令和 8 年度

新入学生対象）から，新たに以下の取組を実施します。  

 

 

今回のアンケートの自由意見から，「私立学校の受験や部活動について，

小学校 5 年生よりも早く検討を始めるため，学校選択制をもっと早く知り

たかった」という意見が数件ありました。このことを踏まえて，次の 2 点

について新たに取り組んでいきます。  

 

〇小学校 4 年生にも案内の配布を開始  

これまで令和 2 年度（令和 3 年度新入学）より，学校選択制の早期周知

を目的として，毎年 9 月頃小学校 5 年生に対して案内を配布してきまし

た。これに加えて，小学校 4 年生にも同様の案内を配布します。  

 

〇「すぐーる」による全学年保護者へのお知らせの開始  

毎年 9 月に市ホームページで，次年度の新入学生向けに学校選択制の案

内を掲載しています。さらに制度の早期周知を目的として，掲載のお知らせ

及び学校選択制実施のお知らせを「すぐーる」を通じて全学年の保護者に配

信します。  

  

制度の早期周知に関する取組  
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 中学校 1 年生を対象とした「学校選択制のご案内」を 9 月に配布する前

の情報提供として，毎年 4 月に市報及び市ホームページで，9 月までの学

校行事の日程及び 9 月・10 月に実施する学校説明会の日程を公開していま

す。  

 今回のアンケートでは，学校説明会や学校公開を参考にしている割合が多

かったこと，また「9 月の案内で初めて学校説明会の日程を知った」という

意見が一部ありました。このことから，4 月に実施している日程案内をより

多くの方に知ってもらうため，「すぐーる」にて市ホームページに公開した

案内を配信します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校公開の日程を「すぐーる」で配信  

≪広報に関する年間スケジュール【案 】≫  
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新たな取組として先に挙げたとおり，小学校 5 年生向けの案内を小学校

4 年生にも配布することとし，併せて内容の変更も行います。  

これまでの案内は学校選択制の制度内容についての記載のみでしたが，ア

ンケート調査の自由意見に，「各学校の特色を知る機会や情報が不足してい

る」という意見があったことから，各学校の紹介を掲載している市ホームペ

ージの案内を追加します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学校 5 年生・4 年生向け案内の内容変更  

【追加内容】  

・市ホームページの QR コードを追加  

・学校説明会についての今後のスケジ

ュールの案内を追加  

・通学に関する注意喚起を追加  

≪小学校 5 年生向け案内【案】≫  
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〇通学に関する注意喚起  

 学校を選択する際には，3 年間無理なく，安全に通学できる学校を選ぶこ

とが重要です。今回のアンケートの自由意見にあった通学に関する懸念事項

を具体的に挙げ，通学に関して注意すべき事項を９月の学校選択制の案内の

中に掲載し注意喚起していきます。  

 

〇選択理由及び必要な情報について学校への共有  

 学校案内については，各学校が学級数や制服などの基本情報以外に，特色

のある教育活動の取組や部活動の詳細な紹介などを自由に記載しています。

今回のアンケート調査結果における，学校選択の理由や選択する際に必要と

される情報を各学校と情報共有し，利用者が求める情報に応えられるよう，

各学校の魅力を発信する案内の作成に努めます。  

 

 

 

 

 

 

 学校生活の様子や，生徒が感じているアピールポイントなど，より実態に

即した学校の紹介を行うことで，風評やうわさによる選択の防止につながる

ことが考えられます。各中学校と連携を図り，中学校に実際に通学している

生徒から学校の利点等を聴取し，適切な情報の効果的な発信方法を検討して

いきます。  

 また，学校選択制度の広い周知を目的とし，各小学校へのポスター掲載な

どを通じて，利用対象となる保護者や児童が制度について知る機会を増やす

取組を続けます。  

  

効果的な発信方法の検討  

小学校 6 年生「学校選択制のご案内」内容変更  

〇部活動の活動実績や，活動曜日の掲載  

〇学校の最寄り駅からの通学モデルルートの掲載  

〇学校独自の教育活動（特徴的な活動内容）の掲載      など  



第５章 今後の取組と方向 

 

- 85 - 

「調 布 市 立 中 学 校 部 活 動 地 域 連 携 ・地 域 移 行 に関 する推 進 計 画 」より  

4 制度を取り巻く環境の変化と今後の方向             

教育委員会では，国や東京都の教育振興基本計画や調布市の基本計画との

整合を踏まえて策定した「調布市教育プラン」等に基づき，学校や地域との

連携・協働により，学校教育に関するさまざまな取組を進めています。ここ

では，学校選択制と関連のある制度の動向や，今後の学校選択制に与える影

響などを検討していきます。  

 

(1) 部活動の地域連携・地域移行  

ア  国，都及び調布市の動向  

中学校の部活動は，全国的に少子化が進展し，一部の集団競技では，

チームを編成することができず，試合に出場することが困難な状況があ

ります。また，休日の指導・大会への引率など，教員には大きな負担が

あるという事情もあります。そのような背景から，スポーツ庁・文化庁

は，令和 4 年（2022 年）12 月に「学校部活動及び新たな地域クラブ

活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定しました。その

方針に従い，東京都は都内の公立中学校等の休日における部活動の地域

連携や地域クラブ活動への移行を推進する「学校部活動の地域連携・地

域移行に関する推進計画」を策定しました。  

教育委員会もまた，国及び都の方針を受け，令和 6 年 12 月に「調布

市立中学校部活動地域連携・地域移行に関する推進計画」を策定し，令

和 9 年度以降，可能な限り早期に，全ての休日の部活動において地域連

携か地域移行を実施することを目標としています。  
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また，同計画の後期計画期間（令和 9 年度～12 年度）において，平

日の部活動についても取組を進め，令和 12 年度以降，可能な限り早期

に，平日を含む全ての部活動において，地域連携または地域移行の実施

を目指しています。（「調布市立中学校部活動地域連携・地域移行に関

する推進計画」より）  

 

イ  学校選択制との関係  

検証結果に示されているように，部活動を理由とする学校選択が多く

行われていることから，今後，部活動の地域連携・地域移行が進むにつ

れて，学校の選択理由や制度利用者の数などが変化し，学校選択制に少

なからず影響を及ぼすことが考えられます。  

そのような中で，学校選択制の運用においては，利用対象者への情報

提供に誤りがないよう適切な情報発信を行うとともに，今後の部活動の

動向に注目し，利用者の数の変動や学校施設の状況を把握しながら，適

切な学校規模の維持に努めます。  

 

(2) コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）  

ア  国，都及び調布市の動向  

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は，学校と地域住民

等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域ととも

にある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。コミュニティ・

スクールでは，学校運営に地域の声を積極的に生かし，地域と一体とな

って特色ある学校づくりを進めていくことができます。（文部科学省

HP より抜粋）  

法律（地方教育行政法第 47 条の 5）に基づいて教育委員会が学校に

設置する学校運営協議会の役割は 3 つあります。  

 

 

 

 

①校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。  

②学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる。  

③職員の任用に関して，教育委員会規則に定める事項について，教育委員

会に意見を述べることができる。  
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これを受け教育委員会では，令和 5 年 4 月にモデル校でコミュニテ

ィ・スクールを先行導入し，令和 7 年度までに市立小・中学校全校で導

入することを予定しています。  

また，コミュニティ・スクールの導入により，次の 3 つの実現を目指

します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  学校選択制との関係  

検証結果の中でも触れたとおり，学校と地域との連携を図る取組が進

展する中で，学区外の学校への入学を認める学校選択制との兼ね合いが

懸念されています。  

今回の検証結果では，地域の活動・行事や学校での活動・行事におい

て，学校選択制が要因となって地域との連携が希薄になっているという

状況は見受けられませんでした。  

一方，今後コミュニティ・スクールの導入が完了し，制度の取組が進

展する中で，保護者や地域住民が学校の運営に参加し，「地域とともに

ある学校づくり」を目指す本制度と，自分が学びたいことやその環境が

ある学校を選択する学校選択制が，相反する制度とならないためにも，

①学校運営への参画  

学校・家庭・地域が同じ目標やビジョンを共有し，参加するだけではな

く，それぞれが当事者意識をもって子どもたちの教育に携わる参画の気運

を高めます。  

②組織的・持続的な体制の構築  

校長や教員の異動があっても子どもたちに安定した教育の機会を提供で

きるよう，学校・家庭・地域との組織的・持続的な連携・協働体制を構築

します。  

③役割分担の確立  

学校が教育活動に注力できるよう，学校運営協議会で学校・家庭・地域

が担うべき役割や活動を整理します。  
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児童とその保護者が選択した学校の運営に積極的に参加することが求め

られます。  

 

(3) 学級編制標準及び基準  

ア  国，都及び調布市の動向  

令和 3 年 3 月に「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律」が改正されたことに伴い，小学校では令和 7 年 4 月ま

でに 40 人学級から段階的に全学年を 35 人学級とすることとなり，令

和 7 年度には小学校全学年が 35 人学級となります。  

一方，中学校では東京都の制度である「中 1 ギャップの予防・解決の

ための教員加配」を活用して，中学校 1 年生を 35 人学級とし，2・3 年

生については現行基準のとおり 1 学級を 40 人で編制しています。  

そのような中，政府は教員を取り巻く環境整備の一つとして，中学校

の 35 人学級を令和 8 年度から 3 年かけて順次導入する方針を示しまし

た。  

 

イ  学校選択制との関係  

35 人学級の導入による学級数の増加が予想されることから，学校選

択制を実施する際には，学校施設の状況を考慮に入れ，適切な受入予定

人数を検討していく必要があります。  

 


